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研究要旨： 

 外部委託の実施割合やその委託の種別、今後の外部委託への意向、外部委託を行っ

た際のマネジメントの実施状況などについて把握することを目的に、全国調査を実施

した。 

 調査方法は郵送自記式質問紙調査である。1,738(災害避難区域の自治体を除く)の統

括的立場の保健師宛に回答を依頼した。調査期間は、平成 26 年 1 月 15 日～2 月 28 日

であった。得られた回答に対して、実数と割合を算出した。なお、マネジメント項目

に関しては、良好実践事例から抽出した項目に対して、先行研究、研究班内での討議

の結果を加えて作成した。 

 954 通の回答が得られ、951 通の回答を分析対象とした(有効回答率 54.7％)。委託の

実施状況をみると、母子保健事業では最も直営割合が低かったのは「6～12 ｹ月健診」

49.9％であった。成人・高齢者事業では、「特定保健指導」の直営割合は 54.6％、二次

予防事業対象者に対する介護予防事業の直営割合はすべて 50％未満であった。精神保

健事業で直営割合が低かったものは、「ケアマネジメント(地域移行・定着以外)」

34.9％、「地域移行支援」35.0％であった。委託の種別をみると、ほとんどの委託随意

契約(競争型以外)で行われていた。 

 外部委託を行った際のマネジメントの実施状況では、委託事業が開始されるまでの

段階では保健師は関わりを有していたが、モニタリング段階、評価段階と順を追うご

とにこの割合が低くなっていた。その一方、様々な質の確保のための工夫も行われて

いた。 

 保健事業の委託は、広がりが見られていることが推察された。委託のマネジメント

に関しては、特にモニタリング、評価を行うことが課題と考えられた。委託事業の質

の確保のための様々な工夫が共有されることも今後必要である。 
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Ａ．目的 

地域保健の課題は複雑困難化して

おり、この状況を改善するために市町

村が提供する保健事業へのニーズが

増大している。その一方で、自治体財

政の逼迫化により事業を提供する保

健師をはじめとする保健医療専門職

の増員は困難な状況となっており、ま

た国全体としての民間活力導入の推

進を背景として、保健事業の外部委託

が進んでいると言われている。しかし

ながら、保健事業の委託の実施状況に

関しては、平成 16 年に調査 1)が行わ

れて以降実施されておらず、その実態

は明らかでない。 

加えて、市町村が提供する保健事業

は租税により提供されており、外部委

託であってもその提供の責任は自治

体にあるため、その提供プロセスの管

理を行う能力が自治体に求められて

いる 2)。しかし、保健医療専門職は、

基礎教育において直接的なサービス

提供方法に関する教育は受けている

が、外部委託のマネジメントに関する

教育は全く受けていない。そのため多

くの市町村では保健医療専門職が質

の高い委託方法を模索しつつ、外部委

託を実施している状況が想定される。

しかし、この状況は住民に対し質の高

い保健サービスを提供し、住民の健康

の維持・向上に寄与するという市町村

の保健サービスの基本的な目的を果

たす上で、望ましい状況ではない。 

そこで本研究では保健事業の外部

委託がとどの程度行われているのか

明らかにするとともに、質の高い外部

委託を行うために委託元である自治

体の保健医療専門職が実践すべき事

項を整理した上で、その実施状況つい

て把握することを目的とした。 

 

Ｂ．方法 

1．調査対象  
平成 26 年４月１日現在の全市町村 

1,738(災害避難区域の自治体を除く)
である。自治体の統括的立場の保健師

宛に自記式質問紙への回答を郵送で

依頼した。 
2．調査方法 
 無記名自記式質問紙調査 
3．調査内容  
自治体の属性、事業の実施方法、委

託を行っている場合の委託方法の種

類、その他の委託している事業、委託

に関する意向をすべての自治体に回

答を求めた。 
また、質の高い委託のために実践す

べき事項の実施状況を明らかにする

目的で、「新生児訪問事業」(以下、新

生児訪問と記載する)、「特定保健指

導」、「二次予防事業対象者に対する通

所型介護予防事業―運動機能向上(以

下、介護予防事業と記載する)」につ

いて委託を実施している場合は、それ

ぞれの事業の委託実施の有無、委託の

実施方法、委託の種別、質の高い保健

事業委託のために実践すべき事項の

実施状況(5 段階)、委託事業に対する

主観的評価(10 段階)、委託に関する困

りごと、質の高い委託のために工夫し

ていることについて、自由記載で回答

を求めた。 



4．調査期間  
平成 26 年 1 月 15 日～2 月 28 日 

5．分析方法  
得られた回答に対して頻度や割合

を算出した。 
6．倫理的配慮  
本調査は無記名で実施した。また調

査の実施にあたっては、九州大学医系

地区部局臨床研究倫理審査委員会の

承認を受けた(承認番号 25―262)。 
7．用語の定義 3) 
直営:市町村常勤職員のみ、あるいは市

町村常勤職員及び非常勤職員だ

けで事業を実施するもの 
部分委託:直営で実施する部分もある

が、委託契約に基づき第三者が部

分的に事業を実施するもの 
全面委託:委託契約にもとづき第三者

が全面的に事業を実施するもの   

8.質の高い委託のために実施すべき

事項項目の作成 

第一段階として、機縁法で抽出した６

自治体の外部委託状況に関してのイン

タビューの中から、委託事業の質の確保

のために重要と思われる項目を抽出、整

理して 40 項目の項目原案を作成した。

第二段階として、インタビュー対象者に

郵送法により項目の妥当性を尋ね、回

答に基づいて研究班内で再度検討し、

38 項目に修正し、調査に使用した。 

 

Ｃ.結果 

 全自治体に回答を求めた委託事業

の実施割合を把握するための調査を

【調査１】、当該事業を委託している

自治体のみが、質の高い委託の実施状

況の実施状況を回答する調査を以下、

【調査２】とする。 

 
【調査 1】 
1．回収状況   

954 通の回答が得られ、951 通の回

答を分析対象とした (有効回答率

54.7％)。 

 
2．回収自治体の属性 (表１～表６) 
「保健所設置市」73(7.7％)、人口の

平均は89,517.8人、高齢化率は28.0％、

常勤保健師数の平均は 18.4 人であっ

た。 

 
3．保健事業の実施方法と割合(表７) 
 保健事業の委託の実施方法につい 
て示す。なお、この項目ではひとつの

事業に対して複数の実施方法の回答

もみられた。事業によっては対象など

により委託の実施方法が異なる場合

があるためとも考えられたが、記載の

誤りか否かの判断が困難であったた

め、そのデータは欠損として扱った。 
 母子保健事業の健康診査において、

最も直営での実施割合が高かったの

は「経過観察健診・発達健診」の 87.6％
で、最も低かったのは「6～12 ｹ月健

診」49.9％であった。この割合を過去

の調査と比較すると、多少の増減はあ

るものの大きな変化はみられなかっ

た。委託契約の種別では、回答が得ら

れた範囲では、ほとんどの幾多におい

て随意契約(公募型契約以外)が行われ

ていた。 
成人・老人保健事業では、「特定保



健指導」の直営割合は 54.6％、二次予

防事業対象者に対する介護予防事業

(運動機能向上、閉じこもり予防、認

知症予防)の直営割合は、すべて 50％
未満であった。委託契約の種別では、

若干、一般競争入札や指名競争入札に

よって行われているという回答がみ

られたが、ほとんどは随意契約で、特

に公募型以外の契約形態が多かった。

なお、特定保健指導では、一般競争入

札 3.2％、指名競争入札 5.6％、随意契

約(公募型)12.6％、随意契約(公募型以

外)78.6％となっていた。 
精神保健事業では、直営の実施割合

が高かったのは「家庭訪問」82.7％、

「精神保健相談(一般)」77.4％で、一

方直営の実施割合が低かったのは、順

に「ケアマネジメント(地域移行・定

着以外)」34.9％、「地域移行支援」

35.0％であった。委託の種別において

は、他の事業と同様に、随意契約(公
募型契約以外)の割合が最も高かった。 
委託事業に対する保健師の意向の

反映や関わり方に影響が生じると考

え、委託契約の種別もあわせて尋ねた。

回答が得られた範囲では、すべての事

業で随意契約(公募型契約以外)の割合

が最も高かった。 

 
4．その他の委託している事業(表８) 
 標記以外(ただし精神保健関係を除

く)で委託している事業を記述しても

らったところ、記述が多かったものは、

予防接種、各種健診(妊婦、乳幼児、

後期高齢者など)、検診(がん、歯科、

骨粗鬆症など)、各種運動教室、高齢

者の一次予防関連事業(普及啓発も含

む)、二次予防対象者把握事業などで

あった。 
 数は多くないが記述がみられたも

のとしては、24 時間健康相談(電話相

談)、産後ケア事業、不妊相談、巡回

相談員整備事業、食に関わる住民組織

の育成事業、健康増進計画や介護予防

事業の評価事業、障害者に対する相談

事業(虐待防止等)、措置入院患者移送

業務、また震災後の仮設住宅入居者へ

の健康管理に関わる事業などが記載

されていた。 
 

5．委託に関する意向  
 現在および今後の委託についての

意向を聞いたところ、回答 826 件のう

ち、「なし」533(64.5％)、 「実施でき

ていないものがある」162(19.6％)、「今

後考えているものがある」131(15.8％)
であった(表９)。このうち「実施でき

ていないものがある」と回答した人に

理由を聞いた結果(表１０)では、回答

割合が高い順に、「質の高い委託先が

ない」「委託金額が高い」「委託できる

先がない(物理的ない)」であった。そ

の他は、財源の確保ができないほか、

委託内容が現時点で明確にできてい

ない、委託先の体制が整わないなどで

あった(表１１)。 
  

6．自治体における事業の外部委託に 

関する課題や考え(表１２) 

調査の自由記述欄には，外部委託に

関する課題や考えがさらに細かく寄

せられた。 



自治体が問題の原因と考えられる、

ノウハウやリソース不足の中には「委

託先を評価・品質管理する技術がない」

の記述が多かった。一方で「人員不足

で委託はしたいが、それによって住民

の顔や課題が見えなくなってしまう」

という悩みも挙がった。 
委託先が問題の原因と考えられる

ものでは、(委託先が)「物理的にない」

以外に、「（事業者自体は存在しても）

「特定職能がない・いない」、「いても

品質が担保されない」などの実態が挙

がった。 
また自治体と委託先の関係に起因

するものも記載された。「協働で行う

品質向上や改善」、「信頼作り」が重要

であるなど、単に契約で成立する関係

ではなく、事業を一緒につくりあげて

ゆくことのできる関係性が重要と考

えられていることが見てとれた。 

 

【調査２】 

 分析の対象となったのは、新生児訪

問 157 件、特定保健指導 404 件、介護

予防事業 547 件であった。以下、表に

関して新生児訪問は新、特定保健指導

は特、介護予防事業は介として記載す

る。 

1.委託契約の種別と方法(新・特・介-

表 1～３) 

 新生児訪問は、全面委託が 7.6％で

すべてが随意契約であった。特定保健

指導の全面委託 24.8％で競争入札が

取られては、介護予防事業では、少数

ではあるが一般競争入札の方法が取

られていた。介護予防事業は、全面委

託が 60.3％で、一般競争入札によるも

のもみられた。 

2. 委 託 を 行 っ た 理 由 ( 複 数 回

答)( 新・特・介-表４・５) 

 新生児訪問で最も回答割合が高か

ったのは「市町村保健師のマンパワー

が足りない」86.0％で、ついで「委託

したほうが、専門性の高いサービスが

期待できる」63.7％であった。その他

の理由としては、「助産師による専門

的なサービスが提供出来る」、「出産し

た病院からの訪問により継続したサ

ービスが提供出来る」などが記載され

ていた。   

特定保健指導事業の理由としては、 

「市町村保健師のマンパワーが足り

ない」77.5％、「住民の利便性を高め

る(曜日や場所)」50.5％、「委託した

ほうが、専門性の高いサービスが期待

できる」42.0％となっていた。その他

に記載された理由としては、「委託先

との共同作業により、委託元保健師に

刺激を与えられる」など地域保健活性

化をねらうものが多かった。「複数の

委託先を選択することで、委託先間の

競争心を掻き立てさせる」という記載

もあった。 

介護予防事業の理由としては、「委

託したほうが、専門性の高いサービス

が期待できる」75.6％、ついで「市町

村保健師のマンパワーが足りない」

59.6％であった。その他の理由をみる

と、「送迎が可能になる」、「保健師や



保健師以外の専門職の不足を補える」

などが記載されていた。3事業とも「経

費が節減できる」は高い割合ではなか

った。 

 

3.質の高い委託のために実践すべき

事項の実践状況(新・特・介-表６) 

 事業により、実施割合は若干異なる

様子が見られた。3 事業を比べる中で

は、「とても当てはまる」「まあ当ては

まる」という回答割合が全般的に高い

のは新生児訪問で、次に介護予防事業、

そして特定保健指導となっていた。 

実施割合は異なるものの、3 事業と

も計画段階の項目の実施割合が全般

的に高く、モニタリング段階において

その割合が低くなり、評価の段階では

さらに実施割合が減少することは共

通していた。 

 

4. 委託事業に対する主観的評価 

委託先との関係性に関する評価に

関して、平均点を算出したところ、新

生児訪問 8.83±1.09、介護予防事業、

8.11±1.42、特定保健指導 7.78±1.61

の順となっていた。 

委託した目的の達成度では、新生児

訪問 8.77± 1.05、介護予防事業 

7.92±1.39 、 特 定 保 健 指 導 

7.21±1.79 であった。 

保健事業としての目的の達成度は、

新生児訪問 8.88±1.05、介護予防事業

7.55±1.58、特定保健指導 6.83±1.69

であった。 

総合的な満足度は、新生児訪問

8.89±1.13、介護予防事業 7.61±1.64、

特定保健指導 6.90±1.93 であった。 

すべての事項において、新生児訪問

の平均値が最も高く、次いで介護予防

事業、特定保健指導となっていた。 

 

5.委託に関する困りごと(新・特・介-

表７・８) 

委託の計画の作成や委託先の選定

および決定の際の困りごとでは、3 事

業とも「地域に委託先が少ない」が最

も多く、「委託先の評価項目や評価方

法がわからない」が続いていた。自由

記載では、特定保健指導事業では、「毎

年、委託料の値上げを要求される」と

いう費用面の問題、また「自治体と委

託先との間で、地域課題と事業目的の

考えが一致しない」という委託先との

連携問題にまつわる記載があった。介

護予防事業では、包括支援センター等

の委託と連動しているために「委託先

が変更できない」や、事業が運動・栄

養・口腔機能の向上等の多種のプログ

ラムであるために「委託に関わる事務

量が多い」などがあった。 

委託を実施している際の困りごと

では、新生児訪問と特定保健指導では

「委託事業者が提供する保健サービ

スの実施状況を把握することが難し

い」の割合が最も高く、介護予防事業

では「期待するサービスの提供を委託

事業者が行ってくれない」が最も高か

った。その他の自由記載では、新生児

訪問では、「個々の力量に差がある」、

「指導内容が統一されていない」など

のサービスの質の管理に関する課題

が見られた。特定保健指導事業におい



ても、サービスの質の問題、およびサ

ービス提供量の問題について記載が

あった。また、「委託先保健師の中途

退職率が高い」、「委託先においての担

当者と保健師との連携がうまくいっ

ていない」などの記載があった。介護

予防事業においても、「事業所によっ

て、体制・サービス内容に差がある」、

「事業所によって、スタッフのスキル

に差がある」などがあった。また、「他

機関へのつなぎが出来ていない」、「報

告が遅い（正確でない）」などの対象

者や事業の管理の不足が記載されて

いた。 

委託することによって自治体保健

師に生じる問題では、「住民と直接接

する場が少なくなる」「委託先との調

整に時間がかかる」と続いているのは

3 事業に共通していた。新生児訪問、

と特定保健指導では、その次に回答割

合が高かった項目は「自治体保健師の

実務能力が低下する/若手が育たない」

で、介護予防事業は「委託先の教育に

労力を要する」となっていた。 

 

6.質の高いサービスを提供できる委 

託先の選定および委託先との連携に 

おいて工夫していること 

自由記載をまとめたところ、新生児

訪問では、「定期的な情報交換会」や

「研修会の開催」により、ハイリスク

者などの情報共有やサービスの質の

管理の取り組みが見られた。 

特定保健指導事業においても、情報

共有やサービスの質の管理に対する

取組みは行われていた。また、「実施

率が下がる際は一緒になって原因を

追及する」フィードバックを行うとい

う取組みが見られた。 

介護予防事業では、「他の事業所の

見学」、「事業所に出向いて、個別指導」、

「一緒に事業を行う」などによる力量

向上の取り組みや、「対象者情報シー

トの共有化」、「事業者向けサイトの開

設」などによる情報共有・情報提供の

工夫がなされていた。 

 

Ｄ.考察 

１．【調査１】委託の実施割合につい

て 
本調査においては、委託割合の推移

をみる目的で、可能な範囲で平成 16
年調査 1)と同様の質問項目を設定した。 

過去との比較が可能であった母子

保健事業に関してみると、委託の割合

に大きな変化はみられなかった。成

人・高齢者保健事業に関しては、特定

保健指導は約半数、二次予防関連事業

は 6 割程度が委託されていたが、これ

らは平成 16 年時点では実施されてい

なかった事業であるため比較はでき

ないが、当時実施されていた個別健康

教育の委託割合は 3 割程度、Ａ型機能

訓練 2 割 5 分、Ｂ型機能訓練 2 割程度

であった 1)ことを考えると、成人・高

齢者保健事業の委託割合は増加して

いることが推測された。また、精神保

健事業は、平成 16 年には調査が行わ

れていないため比較はできないもの

の、最も直営割合が高いものでも

82.7％であることから、かなりの割合

で委託がされている実態が明らかと



なった。 
 以上のことから、委託割合の増減は

比較するものが限定されているため

明確ではないが、委託される事業は拡

大していることが推察された。 

 

２．【調査２】委託事業のマネジメン

トの実態について 

質の管理の実施状況をみると、3 事

業とも計画段階の項目の実施割合は

高いが、モニタリング段階においてそ

の割合が低くなり、評価の段階に関し

ては、モニタリング段階よりも割合が

減少していた。このことは、マネジメ

ントの基本であるＰＤＣＡサイクル

が展開されていないことを意味する

ものであり、委託事業の質の管理にお

ける課題が明らかとなった。 

今回整理された項目から考えると、

モニタリングは何か方法論を学ばな

いとできないというものではなく、当

該委託事業の自治体担当者がその必

要性を認識し行動すれば可能な事項

が多いと考えられた。その一方、評価

に関しては、委託事業だけでなく、直

営の保健活動においてもその実施が

行われていないことは、地域保健従事

者、ことに保健師の課題であると言わ

れており３)、その能力の獲得が課題と

されている４)。このことから、委託事

業においてのモニタリングの必要性

が広く周知されるとともに、評価の能

力獲得に対しての方策は今後の課題

と考えられた。 

 

３．委託事業の質の管理に向けた保健

医療従事者の役割と課題 
 調査１で保健事業の委託は拡大し

ていることが考えられる一方、調査２

の結果で、そのマネジメントには課題

を有していることは、上述した通りで

ある。しかし、目的の項でも述べたと

おり、保健医療従事者が過去の委託事

業に関わる知識やマネジメント技術

を習得する場がなかったことも事実

である。委託事業のマネジメントの必

要性を周知するとともに、その技術獲

得の場が今後検討される必要がある。 
また、委託事業に関するノウハウを

集約し共有する取り組みも今後求め

られるだろう。調査１の自由記載にお

いて、委託に関わる課題の内容は多岐

にわたるものの、共通した課題が多く

見られた。そして調査２の中では委託

事業の質を確保するために、様々な工

夫が行われていることも明らかとな

っている。 

 委託された保健事業が、保健事業と

して十分機能するよう、質の高い委託

を行うためのコンピテンシーの開発

が地域保健従事者に求められる。 

 

Ｅ．結論  

1 外部委託の実態を把握するための

全国調査を実施した。 

2 母子保健事業に関しては、過去と

比較して委託割合が増加している

状況はみられなかったが、成人・高

齢者事業では委託割合が高くなっ

ていると考えられた。また、精神保

健事業においても、多くの事業が委

託されていた。 



3 新生児訪問、特定保健指導、介護

予防事業に関して、委託事業のマネ

ジメントの実施状況を尋ねたとこ

ろ、それぞれの事業において、委託

事業が開始される前までに関して

は、保健専門職は関わりを持ってい

たが、それ以降のモニタリング段階、

評価段階と経るごとに関わりが薄

くなっている状況が見られた。 

4 地域保健従事者は、委託事業に対

して様々な課題を感じている一方

で、その課題に対応した工夫を事業

に応じて行っていた。 

5 質の高い委託を行うためのコンピ

テンシーの開発が地域保健従事者

に求められる。 
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